
能
の
差
異
が
あ
る
だ
ろ
う
。

説
話
集
な
ど
説
話
が
集
積
さ
れ
た
作
品
で
は
、
一
つ
一
つ
の
説
話
に
題
目
が
あ
り
、
そ

れ
も
標
題
と
し
て
の
意
味
を
持
つ
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
を
説
話
標
題
と
い
う
な
ら
ば
、
そ
の

説
話
標
題
を
目
録
の
形
で
或
い
は
初
巻
巻
頭
に
、
或
い
は
各
巻
ご
と
に
そ
の
冒
頭
に
置
く

こ
と
が
多
い
。
そ
れ
を
目
録
標
題
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
よ
う
。
時
と
し
て
、
そ
う
し
た
目
録

の
標
題
と
各
説
話
の
前
に
置
か
れ
た
標
題
と
の
間
に
は
若
干
の
違
い
が
あ
り
、
そ
の
こ
と
に

も
意
味
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
今
回
は
そ
う
し
た
点
に
は

注
意
を
払
わ
ず
、
説
話
集
全
体
を
傭
敵
す
る
形
で
置
か
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
目
録
標
題

に
注
目
し
て
そ
の
意
味
を
考
え
て
み
た
い
。
事
例
と
し
て
は
日
本
に
お
け
る
最
初
の
説
話
集

『
日
本
国
現
報
善
悪
霊
異
記
』
（
以
下
『
霊
異
記
』
）
を
取
り
上
げ
る
。

『
霊
異
記
』
に
つ
い
て
は
既
に
説
話
の
「
標
題
」
を
取
り
上
げ
た
先
行
論
文
が
あ
る
。
（
八
木

毅
『
日
本
霊
異
記
の
研
究
』
風
間
書
房
、
一
九
七
六
、
出
雲
路
修
『
説
話
集
の
世
界
』
岩
波

書
店
、
一
九
八
八
、
及
び
宮
田
尚
「
『
日
本
霊
異
記
』
か
ら
『
今
昔
物
語
集
』
へ
ｌ
標
題
覚
え

書
き
」
「
日
本
文
学
研
究
」
三
四
、
一
九
九
九
）
い
ま
、
宮
田
氏
の
論
に
導
か
れ
つ
つ
検
討
し

て
お
き
た
い
。
こ
こ
で
論
じ
る
の
は
、
各
説
話
の
前
に
附
さ
れ
た
標
題
で
は
な
く
、
あ
る
時
期

に
『
霊
異
記
』
の
各
巻
序
の
後
ろ
に
附
さ
れ
た
目
録
標
題
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
は
若
干
の
機

《
一
》
目
録
標
題
と
い
う
概
念

目
録
標
題
と
い
う
こ
と
（
１
）

『
霊
異
記
』
の
目
録
標
題
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
話
頭
に
あ
る
標
題
と
若
干
の
ず
れ
は
あ
る
も

の
の
、
概
ね
同
じ
で
あ
る
。
標
題
が
説
話
の
内
容
を
端
的
に
表
す
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
何

時
、
ど
こ
で
、
誰
が
、
何
を
、
ど
う
し
た
と
い
う
要
素
の
幾
つ
か
を
以
て
構
成
す
る
も
の
と
な

る
だ
ろ
う
。
宮
田
氏
は
「
は
な
し
の
内
容
を
〈
行
為
〉
と
く
結
果
〉
と
示
し
て
い
る
。
」
と
ま
と
め

ら
れ
る
。
目
録
標
題
の
ほ
ぼ
半
分
に
は
〈
誰
が
〉
が
含
ま
れ
て
い
る
。

『
霊
異
記
』
の
目
録
標
題
に
は
、
時
間
及
び
場
所
を
示
す
語
は
な
い
。
『
霊
異
記
』
は
事
象

の
起
こ
っ
た
時
間
、
場
所
に
関
心
が
な
い
の
か
と
い
え
ば
、
そ
う
で
は
な
い
だ
ろ
う
こ
と
は
各

説
話
の
冒
頭
部
分
の
叙
述
に
照
ら
せ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
多
く
で
何
時
と
い
う
こ
と
と
、

ど
こ
の
出
自
の
人
間
が
と
い
う
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
出
自
の
記
さ
れ
た
場
所
で
起
こ
っ
た
事

柄
は
そ
の
ま
ま
記
さ
れ
、
異
な
っ
た
場
所
で
起
こ
っ
た
事
柄
は
起
こ
っ
た
場
所
を
さ
ら
に
記

す
傾
向
に
あ
る
。

お
お
む
ね
は
そ
う
し
た
形
式
で
あ
る
が
、
例
外
的
な
説
話
が
、
下
巻
の
「
災
與
善
表
相
先

現
而
後
其
災
善
答
被
縁
第
叶
八
」
で
あ
る
。
こ
の
説
話
は
特
異
で
、
一
つ
の
事
件
と
い
う

の
で
は
な
く
一
定
の
年
限
の
歴
史
的
な
叙
述
を
す
る
も
の
で
あ
り
、
標
題
も
そ
の
こ
と
を
示

し
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
は
そ
の
説
話
の
内
容
を
、
「
何
を
ど
う
し
た
」
の
形
で
取
り
出
し
た
も
の

と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

《
二
》
『
日
本
霊
異
記
』
の
目
録
標
題

渡
辺
信
和
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今
、
標
題
少
説
話
の
関
係
を
瞥
見
す
る
た
め
に
、
目
録
標
題
を
掲
げ
、
括
弧
内
に
説
話

の
主
人
公
に
関
わ
る
記
述
を
挙
げ
亀

〔
〕
内
は
主
人
公
し
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
題
目
標
題
で
は
異
な
っ
た
存
在
が
挙
げ
ら
れ

て
い
る
場
合
の
主
人
公
を
示
す
。
ま
た
目
録
標
題
の
傍
線
を
施
し
た
部
分
は
主
格
、
す
な

わ
ち
目
録
標
題
に
お
け
る
主
人
公
を
記
述
す
る
部
分
で
あ
瓦
引
用
文
は
す
べ
て
国
文
学

研
究
資
料
館
が
公
開
す
る
電
子
版
の
岩
波
日
本
古
典
文
学
大
系
『
日
本
霊
異
記
』
を
ダ
ウ

ン
ロ
ー
侭
し
て
用
い
た
。

◇
上
巻Ｏ

捉
雷
縁
第
一

（
小
子
部
栖
軽
）

Ｏ
狐
為
妻
令
生
子
縁
第
二

（
三
野
の
国
大
野
の
郡
の
人
）

ｏ
徽
詞
創
蔑
制
封
刊
強
力
在
縁
第
三

（
〔
尾
張
の
国
阿
育
知
の
郡
片
薙
の
里
に
一
の
農
夫
有
り
〕
・
後
に
産
ま
れ
し
児

（
道
場
法
師
と
号
く
）
）

０
劃
型
圏
到
刺
刊
示
異
表
縁
第
四

（
聖
徳
皇
太
子
）

ｏ
信
敬
三
宝
得
現
報
縁
第
五

（
大
花
位
大
部
屋
栖
野
古
の
連
の
公
）

Ｏ
懸
念
観
音
菩
薩
得
現
報
縁
第
六

（
老
師
行
善
は
俗
姓
は
堅
部
の
氏
）

０
噸
亀
命
放
生
得
現
報
亀
所
助
縁
第
七

（
禅
師
弘
済
は
、
百
済
の
国
の
人
な
り
）

ｏ
割
都
帰
敬
方
広
経
典
得
現
報
開
両
耳
縁
第
八

（
衣
縫
伴
造
義
通
と
い
ふ
者
有
り
）

Ｏ
嬰
児
鷲
所
檎
他
国
得
逢
父
縁
第
九

（
美
の
郡
の
山
里
の
人
の
家
に
、
嬰
児
の
女
有
り
）

Ｏ
倫
用
子
物
作
牛
役
之
示
異
表
縁
第
十

（
椋
の
家
長
の
公
と
云
ふ
も
の
有
り
）

Ｏ
自
幼
時
用
網
捕
魚
而
現
得
悪
報
縁
第
十
一

り
て
夏
安
居
し
、
法
花
経
を
講
ず
。
時
に
寺
の
辺
に
漁
夫
有
り
）

ｏ
刈
割
流
圃
劉
樹
救
收
示
霊
表
而
現
報
縁
第
十
二

（
〔
高
麗
の
学
生
道
登
〕
・
死
霊
白
骨
）

Ｏ
女
人
好
風
声
之
行
食
仙
草
以
現
身
飛
天
縁
第
十
三

（
部
内
の
漆
部
造
麿
が
妾
）

Ｏ
僧
憶
持
心
経
得
現
報
示
奇
事
縁
第
十
四

（
釈
義
覚
は
本
百
済
の
人
な
り
）

ｏ
割
刈
逼
乞
食
僧
而
現
得
悪
報
縁
第
十
五

（
故
京
の
時
に
、
一
の
愚
人
有
り
）

Ｏ
元
慈
心
剥
生
兎
皮
而
現
得
悪
報
縁
第
十
六

（
大
和
の
国
に
一
の
壮
夫
有
り
。
郷
里
姓
名
未
だ
詳
か
な
ら
ず
）

Ｏ
遭
兵
災
信
敬
観
音
菩
薩
像
得
現
報
縁
第
十
七

（
伊
予
の
国
越
知
の
郡
の
大
領
先
祖
越
智
直
）

Ｏ
憶
持
法
花
経
得
現
報
示
奇
異
表
縁
第
十
八

（
大
和
の
国
葛
木
の
上
の
郡
に
、
一
人
の
持
経
の
人
有
り
。
丹
治
比
の
氏
な
り
）

Ｏ
呰
読
法
花
経
品
之
人
而
現
口
蝸
斜
得
悪
報
縁
第
十
九

（
錺
磨
の
郡
の
濃
於
寺
に
、
京
の
元
興
寺
の
沙
門
慈
応
大
徳
、
檀
越
の
請
に
因
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（
故
の
中
納
言
従
三
位
大
神
高
市
万
侶
の
卿
は
、
大
后
の
天
皇
の
時
の
忠
臣
な

り
）

ｏ
矧
瑚
叫
邸
修
淨
行
而
得
現
奇
験
力
縁
第
廿
六

（
大
皇
后
の
天
皇
の
み
代
に
、
百
済
の
禅
師
有
り
、
名
を
多
常
と
日
ふ
）

Ｏ
刑
則
例
劉
洲
弧
斫
塔
木
得
悪
報
縁
第
廿
七

（
石
川
の
沙
弥
は
、
自
度
に
し
て
名
元
く
、
其
の
俗
姓
も
亦
未
だ
詳
か
な
ら
ず
）

Ｏ
修
持
孔
雀
王
呪
法
得
異
験
力
以
現
作
仙
飛
天
縁
第
廿
八

（
役
の
優
婆
塞
は
、
賀
茂
役
公
、
今
の
高
賀
茂
の
朝
臣
と
い
ふ
者
な
り
）

Ｏ
邪
見
打
破
乞
食
沙
弥
鉢
以
現
得
悪
死
報
縁
第
廿
九

（
白
髪
部
猪
麿
は
、
備
中
の
国
少
田
の
郡
の
人
な
り
）

Ｏ
非
理
奪
他
物
為
悪
行
受
悪
報
示
奇
事
縁
第
附

ｏ
剖
臥
少
欲
知
足
諸
天
見
感
得
報
示
奇
事
縁
第
廿
五

（
山
背
の
国
に
一
の
自
度
有
り
。
姓
名
未
だ
詳
か
な
ら
ず
）

Ｏ
僧
用
涌
湯
之
分
薪
而
与
他
作
牛
役
之
示
奇
表
縁
第
廿

（
釈
恵
勝
は
延
興
寺
の
沙
門
な
り
）

Ｏ
元
慈
心
而
馬
負
重
駄
以
現
得
悪
報
縁
第
廿
一

（
昔
河
内
の
国
に
菰
販
ぐ
人
有
り
。
名
を
石
別
と
日
ふ
。
）

Ｏ
勤
求
学
佛
教
弘
法
利
物
臨
命
終
時
示
異
表
縁
第
廿
二

（
故
の
道
照
法
師
は
、
船
の
氏
、
河
内
の
国
の
人
な
り
）

Ｏ
凶
人
不
孝
養
嫡
房
母
以
現
得
悪
死
報
縁
第
廿
三

（
大
和
の
国
添
の
上
の
郡
に
、
一
の
凶
し
き
人
有
り
。
其
の
名
未
だ
詳
か
な
ら

ず
。
字
を
贈
保
と
日
ふ
。
）

Ｏ
凶
女
不
孝
養
所
生
母
以
現
得
悪
死
報
縁
第
廿
四

（
故
京
に
一
の
凶
し
き
婦
有
り
。
姓
名
未
だ
詳
か
な
ら
ず
。
）

◇
中
巻Ｏ

侍
己
高
徳
刑
賎
形
沙
弥
以
現
得
悪
死
縁
第
一

（
太
政
大
臣
正
二
位
長
屋
の
親
王
）

Ｏ
見
烏
邪
婬
厭
世
修
善
縁
第
二

（
禅
師
信
厳
は
、
和
泉
の
国
泉
の
郡
の
大
領
血
沼
県
主
倭
麻
呂
な
り
。
）

ｏ
割
瑚
刊
愛
妻
将
殺
母
謀
現
被
悪
死
縁
第
三

（
吉
志
大
麻
呂
は
、
武
蔵
の
国
多
麻
の
郡
鴨
の
里
の
人
な
り
。
）

Ｏ
力
女
桶
力
試
縁
第
四

（
〔
聖
武
天
皇
の
御
世
に
、
三
野
の
国
片
県
の
郡
小
川
の
市
に
一
の
力
女
有
り
。

人
と
為
り
大
き
な
り
。
名
を
三
野
狐
と
す
〕
・
尾
張
の
国
愛
智
の
郡
片
輪
の
里

に
、
一
の
力
女
有
り
。
人
と
為
り
小
し
。
）

（
〔
膳
臣
広
国
は
豊
前
の
国
宮
子
の
郡
の
少
領
な
り
〕
・
父
）

Ｏ
患
懲
帰
信
観
音
願
福
分
以
現
得
大
福
徳
縁
第
叶
一

（
御
手
代
東
人
）

Ｏ
帰
信
三
宝
欽
仰
衆
僧
令
謂
経
得
現
報
縁
第
附
二

（
［
納
見
の
里
の
百
姓
の
家
の
］
家
人
）

１
０
妻
為
死
夫
建
願
図
絵
像
有
験
不
嶢
火
示
異
表
縁
第
舟
三

（
昔
此
の
寺
の
辺
に
賢
し
婦
有
り
。
名
伝
は
ら
不
。
）

Ｏ
令
盗
絹
衣
帰
願
妙
現
菩
薩
修
得
其
絹
衣
縁
第
叶
四

（
紀
伊
の
国
安
諦
の
郡
の
私
部
寺
の
前
に
、
昔
一
つ
の
家
有
り
。
）

０
口
知
識
為
四
恩
作
絵
佛
像
有
験
示
奇
表
縁
第
汁
五

（
河
内
の
国
若
江
の
郡
遊
宜
の
村
の
中
に
、
〈
練
〉
行
の
沙
弥
尼
有
り
。
其
の
姓
名

未
だ
詳
か
な
ら
ず
。
）
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Ｏ
依
漢
神
崇
殺
牛
七
頭
又
修
放
生
善
以
現
得
善
悪
報
縁
第
五

（
摂
津
の
国
の
東
生
の
郡
撫
凹
の
村
に
、
一
の
富
め
る
家
長
の
公
有
り
。
姓
名
未

だ
詳
な
ら
ず
。
）

Ｏ
至
誠
心
奉
写
法
花
経
有
験
示
異
事
縁
第
六

（
聖
武
天
皇
の
御
代
に
、
山
背
の
国
相
楽
の
郡
に
、
発
願
の
人
有
り
。
姓
名
未
だ

詳
な
ら
ず
。
）

ｏ
割
割
誹
妬
変
化
聖
人
而
現
至
閻
羅
關
受
地
獄
苦
縁
第
七

（
釈
智
光
は
、
河
内
の
国
の
人
、
其
の
安
宿
の
郡
鋤
田
寺
の
沙
門
な
り
。
俗
姓
は

鋤
田
連
。
後
に
姓
を
上
村
主
と
改
む
。
）

Ｏ
蹟
蟹
蝦
命
放
生
得
現
報
縁
第
八

（
置
染
臣
鯛
女
は
、
奈
良
の
京
の
富
の
尼
寺
の
上
座
の
尼
法
迩
が
女
な
り
）

Ｏ
己
作
寺
用
其
寺
物
作
牛
役
之
縁
第
九

（
大
伴
赤
麻
呂
は
、
武
蔵
の
国
多
磨
の
郡
の
大
領
な
り
。
）

Ｏ
常
鳥
卵
煮
食
以
得
悪
死
報
縁
第
十

（
和
泉
の
国
和
泉
の
郡
下
痛
脚
の
村
に
、
一
の
中
男
有
り
、
姓
名
未
だ
詳
な
ら

ず
。
）

Ｏ
罵
僧
与
邪
婬
得
悪
病
而
死
縁
第
十
一

（
〔
紀
伊
の
国
伊
刀
の
郡
桑
原
の
狭
屋
寺
の
尼
等
発
願
し
て
、
彼
の
寺
に
法
事
を

備
け
、
奈
良
の
右
京
の
薬
師
寺
の
僧
題
恵
禅
師
を
請
け
、
十
一
面
観
音
の
悔
過

を
奉
仕
す
〕
・
一
の
凶
し
き
人
有
り
。
姓
は
文
忌
寸
な
り
。
字
を
上
田
三
郎
と

云
ふ
。
）

０
噸
蝦
蟹
命
放
生
現
報
蟹
所
助
縁
第
十
二

（
山
背
の
国
紀
伊
の
郡
の
部
内
に
、
一
の
女
人
有
り
。
姓
名
未
だ
詳
な
ら
ず
。
）

Ｏ
生
愛
欲
恋
吉
祥
天
女
像
感
応
示
奇
表
縁
第
十
三

（
〔
和
泉
の
国
泉
の
郡
血
淳
の
山
寺
に
、
吉
祥
天
女
の
摂
像
有
り
〕
・
信
濃
の
国
の

優
婆
塞
）

Ｏ
窮
女
王
帰
敬
吉
祥
天
女
像
得
現
報
縁
第
十
四

（
一
の
窮
し
き
女
王
有
り
て
、
宴
衆
の
列
に
入
る
。
）

Ｏ
奉
写
法
花
経
因
供
養
顕
母
作
牛
之
因
縁
第
十
五

（
高
橋
連
東
人
は
、
伊
賀
の
国
山
田
の
式
嗽
代
の
里
の
人
な
り
。
）

Ｏ
依
不
布
施
与
放
生
而
現
得
善
悪
報
縁
第
十
六

〔
讃
岐
の
国
香
川
の
郡
坂
田
の
里
に
、
一
の
富
人
有
り
。
夫
と
妻
同
姓
に
し
て
綾

君
な
り
〕
・
そ
の
家
の
使
人
）

ｏ
劉
剖
剰
倒
反
化
鷺
形
示
奇
表
縁
第
十
七

（
大
倭
の
国
平
群
の
郡
鵤
の
村
岡
本
の
尼
寺
に
、
観
音
の
銅
像
十
二
体
有
り
。
）

Ｏ
呰
謂
持
法
花
経
僧
而
現
口
蝸
斜
得
悪
死
報
縁
第
十
八

（
山
背
の
国
相
楽
の
郡
の
部
内
に
、
一
の
百
衣
有
り
。
姓
名
未
だ
詳
な
ら
ず
。
）

ｏ
圃
湖
側
鯏
『
刺
刻
現
至
閻
羅
王
閾
示
奇
表
縁
第
十
九

（
利
苅
の
優
婆
夷
は
、
河
内
の
国
の
人
な
り
。
姓
は
利
苅
村
主
な
る
が
故
に
、
以

て
字
と
す
。
）

Ｏ
依
悪
夢
至
誠
心
使
調
経
示
奇
表
得
現
全
縁
第
廿

（
大
和
の
国
添
の
上
の
郡
山
村
の
里
に
、
一
の
長
母
有
り
。
姓
名
未
だ
詳
な
ら

ず
。
）

Ｏ
攝
神
王
陣
放
光
示
奇
得
報
縁
第
廿
一

（
〔
諾
楽
の
京
の
東
の
山
に
、
一
つ
の
寺
有
り
。
号
け
て
金
鷲
と
日
ふ
。
金
鷲
優
婆

塞
、
斯
の
山
寺
に
住
す
る
が
故
に
、
以
て
字
と
す
〕
・
其
の
山
寺
に
一
つ
の
執
金

剛
神
の
摂
像
を
居
く
）

Ｏ
繍
評
蝋
燭
盗
人
所
捕
示
霊
表
顕
盗
人
縁
廿
二
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（
〔
和
泉
の
国
日
根
の
郡
の
部
内
に
、
一
の
盗
人
有
り
、
道
路
の
辺
に
住
む
。
姓

名
未
だ
詳
な
ら
ず
〕
・
尽
恵
寺
の
佛
の
鐘
）

Ｏ
朔
釧
對
望
噛
刺
鐵
盗
人
所
捕
示
霊
表
顕
盗
人
縁
第
廿
三

（
〔
聖
武
天
皇
の
御
世
に
、
勅
信
、
夜
を
巡
リ
キ
〕
・
弥
勒
菩
薩
の
銅
像
）

ｏ
勵
鯛
到
圃
魁
得
所
召
人
之
賂
以
免
縁
第
廿
四

（
〔
楢
磐
島
は
、
諾
楽
の
左
京
の
六
条
五
坊
の
人
な
り
。
大
安
寺
の
西
の
里
に
居

住
す
〕
使
の
鬼
）

Ｏ
勵
鬮
到
圃
掴
受
所
召
人
之
饗
而
報
恩
縁
第
廿
五

（
〔
讃
岐
の
国
山
田
の
郡
に
、
布
敷
臣
衣
女
有
り
〕
閻
羅
王
の
使
の
鬼
）

Ｏ
利
掴
剴
剰
馴
謂
捌
倒
木
示
異
霊
縁
第
廿
六

（
〔
禅
師
広
達
は
、
俗
姓
下
毛
野
朝
臣
、
上
總
の
国
武
射
の
郡
の
人
な
り
。
一
は

云
は
く
、
畔
蒜
の
郡
の
人
な
り
と
い
へ
り
。
〕
・
梨
）

Ｏ
力
女
示
強
力
縁
第
廿
七

（
〔
尾
張
宿
祢
久
玖
利
は
、
尾
張
の
国
中
島
の
郡
の
大
領
な
り
。
〕
・
久
玖
利

が
妻
は
、
同
じ
国
愛
知
の
郡
片
瀧
の
里
に
有
り
し
女
人
な
り
）

ｏ
掴
剥
刻
於
釈
迦
丈
六
佛
願
福
分
示
奇
表
以
現
得
大
福
縁
第
廿
八

（
奈
羅
の
京
の
大
安
寺
の
西
の
里
に
、
一
の
女
人
有
り
）

Ｏ
制
翼
刻
悶
放
天
眼
視
女
人
頭
塗
猪
油
而
呵
噴
縁
第
廿
九

（
行
基
大
徳
）

ｏ
矧
剥
刈
矧
女
人
携
子
視
過
去
怨
令
投
淵
示
異
表
縁
第
舟

（
行
基
大
徳
）

ｏ
棚
潮
劇
劇
鐡
卿
例
判
刻
刊
捲
舍
利
所
産
縁
舟
一

（
〔
丹
生
直
弟
上
は
、
遠
江
の
国
磐
田
の
郡
の
人
な
り
〕
・
弟
上
年
七
十
歳
、
妻
年

六
十
二
歳
に
し
て
、
懐
妊
し
て
女
を
生
む
。
）

Ｏ
貸
用
寺
息
利
酒
不
償
死
作
牛
役
之
償
績
第
舟
二

（
〔
紀
伊
の
国
名
草
の
郡
三
上
の
村
の
人
、
薬
王
寺
の
為
に
、
知
識
を
率
引
し

て
、
晋
く
薬
分
を
息
し
、
其
の
薬
料
の
物
を
、
岡
田
村
主
の
姑
女
が
家
に
寄
せ
、

酒
を
作
り
利
を
息
す
〕
・
桜
の
村
に
有
る
物
部
暦
な
り
。
字
を
塩
舂
と
号
ふ
。
）

Ｏ
女
人
悪
鬼
見
鮎
被
食
嗽
縁
第
舟
三

（
大
和
の
国
十
市
の
郡
巷
知
の
村
の
東
の
方
に
、
大
き
に
富
め
る
家
有
り
。
姓
は

鏡
作
造
な
り
。
一
の
女
子
有
り
、
名
を
万
の
子
と
日
ふ
。
）

ｏ
孤
潮
刻
懸
敬
観
音
銅
像
示
奇
表
得
現
報
縁
第
汁
四

（
一
の
孤
の
嬢
有
り
。
未
だ
嫁
が
ず
夫
元
し
。
姓
名
未
だ
詳
な
ら
ず
）

Ｏ
打
法
師
以
現
得
悪
病
而
死
縁
第
叶
五

（
宇
遅
の
王
）

駒
劉
剴
捌
示
神
力
縁
第
叶
六

（
下
毛
野
寺
の
金
堂
の
東
の
脇
士
の
観
音
）

ｏ
制
剖
村
倒
不
嶢
火
難
示
威
神
力
縁
第
舟
七

（
泉
の
国
泉
の
郡
の
部
内
珍
努
の
上
の
山
寺
に
、
正
観
自
在
菩
薩
の
木
像
を
居

き
て
敬
ひ
供
ふ
）

Ｏ
因
樫
貧
成
大
蛇
縁
第
叶
八

（
諾
楽
の
京
の
馬
庭
の
山
寺
に
、
一
の
僧
常
住
す
。
）

ｏ
薬
師
佛
木
像
流
水
埋
砂
示
霊
表
縁
第
舟
九

（
薬
師
佛
の
木
像
）

Ｏ
矧
渕
割
馴
都
以
現
所
諌
利
鋭
得
悪
死
報
縁
第
四
十

（
橘
朝
臣
諾
楽
麻
呂
は
、
葛
木
の
王
の
子
な
り
）

Ｏ
女
人
大
蛇
所
婚
頼
薬
力
得
全
命
縁
第
四
十
一

（
更
荒
の
郡
馬
甘
の
里
に
、
富
め
る
家
有
り
。
家
に
女
子
有
り
）
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◇
下
巻 Ｏ

制
罰
剃
刻
懸
敬
千
手
観
音
像
願
福
分
以
現
得
大
福
縁
第
四
十
二

（
蓑
）

（
海
使
美
女
は
、
諾
楽
の
左
京
の
九
条
二
坊
の
人
な
り
。
）

ｏ
圃
矧
渕
製
劉
笥
刮
著
曝
鯛
艘
中
不
朽
縁
第
一

（
〔
紀
伊
の
国
牟
婁
の
郡
熊
野
の
村
に
、
永
興
禅
師
と
い
ふ
ひ
と
有
り
〕
・
爾
の
時

に
一
の
禅
師
有
り
）

Ｏ
殺
生
物
命
結
怨
作
狐
狗
互
相
報
怨
縁
第
二

（
〔
禅
師
永
興
は
、
諾
楽
の
左
京
の
興
福
寺
の
沙
門
な
り
。
俗
姓
は
葦
屋
君
の

氏
、
一
に
市
往
の
氏
と
云
へ
り
〕
・
時
に
彼
の
村
に
病
者
有
り
）

ｏ
洲
剛
懇
願
十
一
面
観
音
像
得
現
報
縁
第
三

（
沙
門
弁
宗
は
、
大
安
寺
の
僧
な
り
）

Ｏ
沙
門
調
持
方
広
大
乗
沈
海
不
溺
縁
第
四

（
諾
楽
の
京
に
一
の
大
僧
有
り
。
名
未
だ
詳
か
な
ら
ず
）

ｏ
刎
則
割
圃
変
化
示
異
形
顕
盗
人
縁
第
五

（
妙
見
菩
薩
）

ｏ
榊
師
将
食
魚
化
作
法
華
経
覆
俗
誹
縁
第
六

（
一
の
大
僧
有
り
て
、
彼
の
山
寺
に
住
し
、
精
に
勲
め
て
道
を
修
す
）

Ｏ
被
観
音
木
像
助
脱
王
難
縁
第
七

（
正
六
位
上
大
真
山
繼
は
、
武
蔵
の
国
多
磨
の
郡
小
河
の
郷
の
人
な
り
）

ｏ
州
部
捌
剖
圃
応
於
所
願
示
奇
形
縁
第
八

（
近
江
の
国
坂
田
の
郡
遠
江
の
里
に
、
一
の
富
人
有
り
。
姓
名
未
だ
詳
か
な
ら

ず
）

ｏ
勵
調
到
示
奇
表
勤
人
令
修
善
縁
第
九

（
藤
原
朝
臣
広
足
）

Ｏ
如
法
奉
写
法
花
経
火
不
僥
縁
第
十

吟
奉
写
法
花
経
火
不
僥
縁
第
十

郡
の
人
な
る
が
故
に
、
字
を
牟
婁
の
沙
弥
と
号
く
）

ｏ
ゴ
引
割
刻
刈
帰
敬
薬
師
佛
木
像
以
現
得
明
眼
縁
第
十
一

（
〔
諾
楽
の
京
の
越
田
の
池
の
南
、
蓼
原
の
里
の
中
の
蓼
原
堂
に
、
薬
師
如
來
の

木
像
在
り
〕
・
其
の
村
に
二
つ
の
目
盲
ひ
た
る
女
有
り
。
）

Ｏ
ゴ
則
劃
副
郵
敬
称
千
手
観
音
日
摩
尼
手
以
現
得
明
第
十
二

（
奈
良
の
京
の
薬
師
寺
の
東
の
辺
の
里
に
、
盲
ひ
た
る
人
有
り
。
）

Ｏ
将
写
法
花
経
建
願
人
依
願
力
得
全
命
縁
第
十
三

（
［
一
人
後
れ
て
出
づ
る
］
役
夫
）

０
拍
干
憶
持
千
手
呪
者
以
現
得
悪
死
報
縁
第
十
四

（
越
前
の
国
加
賀
の
郡
に
、
浮
浪
人
の
長
有
り
）

Ｏ
撃
干
沙
弥
乞
食
以
現
得
悪
死
報
縁
第
十
五

（
犬
養
宿
祢
真
老
は
、
諾
楽
の
京
の
活
目
の
陵
の
北
の
佐
岐
の
村
に
居
住
す
）

Ｏ
女
人
濫
嫁
飢
子
乳
故
得
現
報
縁
第
十
六

（
横
江
臣
成
刀
自
女
は
、
越
前
の
国
加
賀
の
郡
の
人
な
り
）

ｏ
制
御
到
掛
測
倒
生
聴
音
示
奇
表
縁
第
十
七

（
沙
弥
信
行
は
、
紀
伊
の
国
那
賀
の
郡
弥
氣
の
里
の
人
、
俗
姓
は
大
伴
連
の
祖

是
れ
な
り
）

０
劃
劇
捌
劉
蕊
瘤
烈
綱
為
邪
婬
以
現
得
悪
死
報
縁
第
十
八

（
丹
治
比
の
経
師
は
、
河
内
の
国
丹
治
比
の
郡
の
人
な
り
。
姓
は
丹
治
比
な
る
が

故
に
、
以
て
字
と
す
）

（
牟
婁
の
沙
弥
は
、
榎
本
の
氏
な
り
。
自
度
に
し
て
名
元
し
。
紀
伊
の
国
牟
婁
の
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Ｏ
園
封
剣
副
馴
削
燗
刻
刊
修
善
化
人
縁
第
十
九

（
肥
後
の
国
八
代
の
郡
豊
服
の
郷
の
人
、
豊
服
広
公
の
妻
懐
妊
し
て
、
宝
亀
二

年
辛
亥
の
冬
、
十
一
月
十
五
日
の
寅
の
時
に
、
一
つ
の
肉
団
を
産
み
生
す
）

Ｏ
奉
写
法
花
経
女
人
誹
過
失
以
現
口
蝸
斜
報
縁
第
二
十

（
〔
粟
の
国
名
方
の
郡
埴
の
村
に
、
一
の
女
人
在
り
。
忌
部
首
な
り
。
字
を
多
夜

須
子
と
日
ふ
〕
・
麻
殖
の
郡
の
人
忌
部
連
板
屋
）

Ｏ
沙
門
一
目
眼
盲
使
読
金
剛
般
若
経
得
明
眼
縁
第
二
十
一

（
沙
門
長
義
は
、
諾
楽
の
右
京
の
薬
師
寺
の
僧
な
り
）

０
重
斤
取
人
物
又
写
法
花
経
以
現
得
善
悪
報
第
二
十
二

（
他
田
舍
人
蝦
夷
は
、
信
濃
の
国
小
県
の
郡
跡
目
の
里
の
人
な
り
）

０
用
寺
物
復
将
写
大
般
若
建
願
以
現
得
善
悪
報
縁
第
廿
三

（
大
伴
連
忍
勝
は
、
信
濃
の
国
小
県
の
郡
嬢
の
里
の
人
な
り
）

Ｏ
依
妨
修
行
人
得
猴
身
縁
第
二
十
四

（
〔
近
江
の
国
野
州
の
郡
の
部
内
の
御
上
の
嶺
に
、
神
社
有
り
。
名
を
陀
我
の
大

神
と
日
ふ
。
封
六
戸
を
依
せ
奉
る
。
社
の
辺
に
堂
有
り
。
白
壁
の
天
皇
の
御
世

の
宝
亀
年
中
、
其
の
堂
に
居
住
し
て
、
大
安
寺
の
僧
恵
勝
、
暫
の
頃
修
行
せ
し

時
〕
・
小
き
白
猴
）

Ｏ
漂
流
大
海
敬
称
尺
迦
佛
名
得
全
命
縁
第
二
十
五

（
長
男
紀
臣
馬
養
は
、
紀
伊
の
国
安
諦
の
郡
吉
備
の
郷
の
人
な
り
。
小
男
中
臣

連
祖
父
暦
は
、
同
じ
国
海
部
の
郡
浜
中
の
郷
の
人
な
り
）

Ｏ
強
非
理
徴
債
取
多
倍
而
現
得
悪
死
報
縁
第
二
十
六

（
田
中
真
人
広
虫
女
は
、
讃
岐
の
国
美
貴
の
郡
の
大
領
、
外
従
六
位
上
小
屋
県

主
宮
手
が
妻
な
り
）

Ｏ
鯛
骸
目
穴
箏
掲
脱
以
祈
之
示
霊
表
縁
第
二
十
七

（
備
後
の
国
葦
田
の
郡
大
山
の
里
の
人
、
品
知
牧
人
）

ｏ
湖
糊
苅
刺
其
頚
蟻
所
噛
示
奇
異
表
縁
第
二
十
八

（
弥
勒
の
丈
六
の
佛
像
）

ｏ
柑
劃
戯
刻
木
佛
像
圏
対
破
斫
以
現
悪
死
報
縁
第
廿
九

（
紀
伊
の
国
海
部
の
郡
仁
嗜
の
浜
中
の
村
に
、
一
の
愚
擬
の
夫
有
り
。
姓
名
未
だ

１

詳
か
な
ら
ず
。
・
秦
の
里
に
到
る
。
當
の
里
の
小
子
）

Ｏ
沙
門
積
功
作
佛
像
臨
命
終
時
示
異
表
縁
第
三
十

（
老
僧
観
規
は
、
俗
姓
、
三
間
名
干
岐
な
り
）

ｏ
刻
刈
産
石
以
為
神
而
済
縁
第
三
十
一

（
美
乃
の
国
方
県
の
郡
水
野
の
郷
楠
見
の
村
に
、
一
の
女
人
有
り
。
姓
は
県
の
氏

な
り
）

ｏ
引
綱
淵
対
値
海
中
難
葱
願
妙
見
得
全
命
縁
第
叶
二

（
呉
原
忌
寸
名
妹
丸
は
、
大
和
の
国
高
市
の
郡
波
多
の
里
の
人
な
り
）

Ｏ
刑
罰
賎
沙
弥
乞
食
以
現
得
頓
悪
死
報
第
舟
三

（
紀
直
吉
足
は
、
紀
伊
の
国
日
高
の
郡
別
の
里
の
椅
の
家
長
の
公
な
り
）

ｏ
南
怨
病
嬰
身
因
之
受
戒
行
善
以
現
得
愈
病
縁
第
叶
四

（
巨
勢
呰
女
は
、
紀
伊
の
国
名
草
の
郡
埴
生
の
里
の
女
な
り
。
）

Ｏ
仮
官
勢
非
理
為
政
得
悪
報
縁
第
舟
五

（
〔
筑
紫
の
肥
前
の
国
松
浦
の
郡
の
人
、
火
君
の
氏
〕
．
（
遠
江
の
国
榛
原
の
郡
の

人
、
物
部
古
丸
）
の
黒
き
桴
）

Ｏ
減
塔
階
什
寺
瞳
得
悪
報
縁
第
三
十
六

（
正
一
位
藤
原
朝
臣
永
手
）

Ｏ
不
顧
因
果
作
悪
受
罪
報
縁
第
州
七

（
従
四
位
上
佐
伯
宿
祢
伊
太
知
）
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こ
う
し
て
全
体
を
概
観
し
た
と
き
に
、
第
一
に
注
目
し
た
い
の
は
説
話
の
主
人
公
を
記

述
し
て
い
る
か
否
か
で
あ
る
。

も
と
も
と
『
霊
異
記
』
に
は
主
人
公
の
名
前
を
記
さ
な
い
説
話
が
多
く
見
ら
れ
る
。
上
巻

の
第
二
話
「
狐
為
妻
令
生
子
縁
第
二
」
は
最
初
か
ら
「
三
乃
国
大
乃
郡
人
応
為
妻
筧

好
嬢
乗
路
而
行
」
と
ど
こ
の
出
自
で
あ
る
の
か
を
記
す
だ
け
で
、
名
前
を
記
す
意
識
が
な
い

よ
う
で
あ
る
。
中
巻
第
二
十
八
話
、
第
三
十
八
話
、
第
四
十
一
話
、
下
巻
第
六
話
、
第
十

一
話
、
第
十
二
話
、
第
十
三
話
も
同
様
で
、
出
自
に
関
わ
る
記
述
を
持
た
な
い
。

し
か
し
、
第
十
六
話
「
元
慈
心
剥
生
兎
皮
而
現
得
悪
報
縁
第
十
六
」
は
「
大
和
国
有

一
状
夫
。
郷
里
姓
名
未
詳
也
」
と
す
る
よ
う
に
、
そ
の
出
自
、
姓
名
を
記
そ
う
と
す
る
意

識
が
見
ら
れ
る
説
話
も
あ
る
。
そ
の
事
例
は
上
巻
第
十
九
話
、
第
二
十
三
話
、
第
二
十
四

話
、
第
二
十
七
話
、
第
三
十
五
話
、
中
巻
第
五
話
、
第
六
話
、
第
十
話
、
第
十
二
話
、
第

十
八
話
、
第
二
十
話
、
第
二
十
二
話
、
第
三
十
四
話
、
下
巻
第
四
話
、
第
八
話
、
第
二
十

九
話
に
見
ら
れ
る
。
『
霊
異
記
』
は
全
体
で
四
十
三
話
の
主
人
公
の
名
前
を
持
た
な
い
説
話

が
あ
る
の
だ
が
、
そ
の
中
で
十
六
話
に
そ
う
し
た
意
識
が
あ
る
こ
と
は
注
目
し
て
よ
い
傾
向

だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
説
話
冒
頭
で
時
代
、
場
所
に
続
け
て
主
人
公
た
る
人
物
を
登
場

さ
せ
、
そ
の
人
物
の
姓
を
挙
げ
て
、
説
話
を
特
定
し
よ
う
と
す
る
意
識
と
い
え
よ
う
。

Ｏ
災
与
善
表
相
先
現
而
後
其
災
善
答
被
縁
第
叶
八

（
災
と
善
と
の
表
相
先
づ
現
は
れ
て
、
後
に
其
の
災
と
善
と
の
答
を
被
る
縁
）

ｏ
智
行
並
具
禅
師
重
得
人
身
生
国
皇
子
縁
第
叶
九

（
尺
の
善
珠
禅
師
は
、
俗
姓
跡
連
な
り
。
母
の
姓
を
負
ひ
て
跡
の
氏
と
為
る
）

《
三
》
『
璽
異
記
』
目
録
標
題
の
特
徴

先
に
別
の
性
格
の
説
話
と
し
た
下
巻
第
三
十
八
話
を
除
く
と
、
そ
れ
以
外
の
説
話
で
は

姓
名
、
少
な
く
と
も
出
自
を
示
す
姓
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
意
識
が
あ
る
。
た
と
え

ば
、
下
巻
第
二
話
「
殺
生
物
命
結
怨
作
狐
狗
互
相
報
怨
縁
第
二
」
で
は
「
禅
師
永
興
は
、

諾
楽
の
左
京
の
興
福
寺
の
沙
門
な
り
。
俗
姓
は
葦
屋
君
の
氏
、
一
に
市
往
氏
と
云
へ
り
。
摂

津
の
国
手
島
の
郡
の
人
な
り
。
」
と
、
僧
の
出
自
を
記
し
た
上
に
、
一
説
を
も
挙
げ
て
、
よ
り

正
確
な
情
報
を
示
そ
う
と
す
る
か
の
よ
う
で
あ
る
し
、
下
巻
第
十
話
「
如
法
奉
写
法
花
経

火
不
僥
縁
第
十
」
で
は
「
牟
婁
の
沙
弥
は
、
榎
本
の
氏
な
り
。
自
度
に
し
て
名
元
し
。
紀

伊
の
国
牟
婁
の
郡
の
人
な
る
が
故
に
、
字
を
牟
婁
の
沙
弥
と
号
く
。
」
と
し
て
、
出
自
を
挙

げ
、
自
度
で
名
が
な
い
と
し
な
が
ら
、
呼
称
と
し
て
の
「
牟
婁
の
沙
弥
」
を
挙
げ
て
、
人
物
を

特
定
し
よ
う
と
す
る
。

一
見
主
人
公
の
姓
名
を
挙
げ
な
い
か
に
見
え
る
下
巻
第
十
四
話
「
柏
千
億
持
千
手
呪

者
以
現
得
悪
死
報
縁
第
十
四
」
で
は
確
か
に
最
初
に
出
て
く
る
一
方
の
当
事
者
で
、
現

報
を
受
け
て
死
ん
だ
者
に
つ
い
て
は
、
「
越
前
の
国
加
賀
の
郡
に
、
浮
浪
人
の
長
有
り
。
」
と

の
み
記
し
て
そ
の
姓
名
を
問
わ
な
い
。
し
か
し
も
う
一
方
の
当
事
者
で
、
被
害
に
あ
っ
た
者

に
つ
い
て
は
「
時
に
京
戸
小
野
朝
臣
庭
麿
と
い
ふ
も
の
有
り
。
優
婆
塞
と
為
り
、
常
に
千
手

の
呪
を
諦
持
す
る
を
業
と
す
。
」
と
出
自
、
姓
名
を
記
し
て
お
り
、
関
心
は
彼
の
側
に
こ
そ

有
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
『
霊
異
記
』
の
作
者
景
戒
は
か
な
り
の
関
心

を
持
っ
て
説
話
の
時
、
場
所
、
人
物
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
、
目
録
標
題
で
は
、
こ
う
し
た
人
名
と
出
自
へ
の
こ
だ
わ
り
は
見
ら
れ
な
い
。
上
巻

第
四
話
の
「
聖
徳
皇
太
子
」
と
中
巻
第
二
十
九
話
、
第
三
十
話
の
「
行
基
大
徳
」
を
除
け

ば
、
主
人
公
乃
至
目
録
題
目
で
主
格
で
表
現
さ
れ
て
い
る
者
は
普
通
名
詞
で
あ
る
。

た
と
え
ば
「
僧
」
（
上
叫
、
釦
）
、
「
智
者
」
（
中
７
）
、
「
沙
門
」
（
下
３
，
４
、
型
、
知
）
、
「
禅

師
」
（
下
６
）
な
ど
、
主
人
公
の
持
つ
属
性
と
し
て
僧
侶
で
あ
る
こ
と
以
外
何
ら
修
飾
語
を
持

た
な
い
表
現
や
、
「
女
人
」
（
上
過
、
中
調
、
下
妬
、
弧
）
と
、
女
性
で
あ
る
こ
と
の
ほ
か
は
何
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ら
の
情
報
も
与
え
な
い
も
の
が
あ
る
。
本
文
で
は
釈
義
覚
（
上
叫
）
、
釈
恵
勝
（
上
加
）
、
智

光
（
中
７
）
、
沙
門
弁
宗
（
下
３
）
、
長
義
（
下
型
）
、
老
僧
観
規
（
下
犯
）
な
ど
と
殆
ど
に
固
有

の
名
称
が
附
さ
れ
、
出
自
や
居
所
な
ど
が
記
さ
れ
る
の
に
、
目
録
標
題
で
は
そ
う
し
た
記

述
を
持
た
な
い
。
そ
れ
は
「
嬰
児
」
（
上
９
）
も
同
断
で
あ
ろ
う
。
年
齢
的
属
性
以
外
は
性
別

す
ら
示
さ
な
い
。
「
妻
」
（
上
調
）
で
は
少
し
属
性
が
明
ら
か
と
さ
れ
る
。
「
聾
者
」
（
上
８
）
、

「
邪
見
仮
名
沙
弥
」
（
上
幻
）
、
「
悪
人
」
（
上
喧
）
、
「
凶
人
」
（
上
調
）
、
「
凶
女
」
（
上
型
）
、
「
忠

臣
」
（
上
お
）
、
「
持
戒
比
丘
」
（
上
調
）
、
「
悪
逆
子
」
（
中
３
）
、
「
力
女
」
（
中
４
、
幻
）
、
「
窮
女

王
」
（
中
叫
）
、
「
極
窮
女
」
（
中
調
、
偲
）
、
「
孤
嬢
女
」
（
中
訓
）
、
「
好
於
悪
事
者
」
（
中
和
）
、

「
二
目
盲
女
」
（
下
、
）
、
「
二
目
盲
男
」
（
下
皿
）
、
「
智
行
並
具
禅
師
」
（
下
調
）
な
ど
若
干
の

属
性
が
わ
か
る
も
の
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
も
抽
象
的
な
表
現
の
範
噸
を
超
え
な
い
。
さ
ら
に

「
得
雷
之
憲
令
生
子
」
（
上
２
）
、
「
将
建
塔
発
願
時
生
女
子
」
（
中
訓
）
、
「
産
生
肉
団
之
作

女
子
」
（
下
⑲
）
産
子
の
よ
う
に
、
特
異
な
出
生
を
し
た
こ
と
を
示
し
、
対
象
が
特
定
で
き
そ

う
な
主
人
公
の
記
述
も
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
場
所
や
時
期
を
示
さ
な
い
。
ま
た
「
奉
写
法
華

経
経
師
」
（
下
蝸
）
、
「
用
網
漁
夫
」
（
下
亜
）
は
、
具
体
的
な
行
為
と
関
わ
る
の
だ
が
そ
れ
で

も
経
師
、
漁
夫
な
ど
の
職
掌
が
示
さ
れ
る
の
み
で
名
称
に
よ
る
特
定
を
し
よ
う
と
は
し
な

い
。
特
異
な
事
例
で
は
「
村
童
」
が
木
仏
を
つ
く
り
、
「
愚
夫
」
が
そ
れ
を
壊
し
た
と
す
る
（
下

泗
）
説
話
の
要
約
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
が
、
こ
れ
も
具
体
的
な
名
は
記
さ
れ
な
い
。

こ
の
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
目
録
標
題
で
は
誰
が
と
い
う
と
こ
ろ
に
関
心
が
な
か
っ
た
こ

と
を
示
し
て
い
よ
う
。
説
話
を
捉
え
る
指
標
と
し
て
特
定
の
人
物
を
示
す
出
自
や
姓
名
な

ど
は
必
要
と
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

わ
ず
か
な
例
外
は
聖
徳
太
子
と
行
基
で
あ
る
。
彼
ら
は
逆
に
特
別
な
存
在
と
し
て
意
識

さ
れ
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
な
い
か
。
先
に
挙
げ
た
永
興
禅
師
は
下
巻
の
第
一
話
「
憶
持
法

華
経
者
舌
著
曝
鯛
艘
中
不
朽
縁
第
一
」
、
第
二
話
「
殺
生
物
命
結
怨
作
狐
狗
互
相
報

怨
縁
第
二
」
に
連
続
し
て
事
象
の
目
撃
者
と
し
て
記
さ
れ
る
有
徳
の
僧
な
の
だ
が
、
彼
に

ノ
廷
、
◎

つ
い
て
は
そ
の
名
を
目
録
標
題
に
記
さ
な
い
。
聖
徳
太
子
と
行
基
と
だ
け
が
特
別
な
の
で
あ

る
。
い
ず
れ
も
化
現
者
と
考
え
ら
れ
て
い
た
存
在
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
聖
徳
太
子
は
お
そ

ら
く
観
音
そ
の
も
の
と
考
え
ら
れ
て
も
い
た
の
で
は
な
い
か
。
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
行
基
に
つ
い

て
も
同
断
で
、
そ
う
な
れ
ば
木
像
な
ど
と
同
様
の
レ
ベ
ル
の
名
称
と
意
識
さ
れ
て
い
た
可
能

性
が
あ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
そ
の
下
巻
第
一
話
、
第
二
話
は
そ
れ
ぞ
れ
、
「
紀
伊
の
国
牟
婁
の
郡
熊
野
の

村
に
、
永
興
禅
師
と
い
ふ
ひ
と
有
り
」
、
「
禅
師
永
興
は
、
諾
楽
の
左
京
の
興
福
寺
の
沙
門
な

り
。
俗
姓
は
葦
屋
君
の
氏
、
一
に
市
往
の
氏
と
云
へ
り
」
と
書
き
起
こ
さ
れ
る
が
、
目
録
標

題
に
は
彼
と
親
交
の
あ
っ
た
「
禅
師
」
の
鯛
艘
で
あ
っ
た
り
、
彼
の
住
ん
で
い
た
村
の
「
病
者
」

で
あ
っ
た
り
が
目
録
標
題
の
示
す
と
こ
ろ
の
主
格
で
あ
る
。
目
録
標
題
の
記
す
と
こ
ろ
と
、

説
話
の
描
く
と
こ
ろ
に
差
異
が
見
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
。
そ
の
事
例
を
幾
つ
か
検
討
し
て
お

上
巻
第
三
十
話
「
非
理
奪
他
物
為
悪
行
受
悪
報
示
奇
事
縁
第
汁
」
は
、
「
膳
臣
広
国

は
豊
前
の
国
宮
子
の
郡
の
少
領
な
り
」
と
書
き
出
す
。
目
録
標
題
を
見
て
、
本
文
を
読
み

始
め
る
と
き
に
は
、
非
理
に
他
の
物
を
奪
い
、
悪
行
を
為
し
た
の
は
広
国
で
あ
ろ
う
と
推
測

し
な
が
ら
読
む
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
読
み
進
め
れ
ば
す
ぐ
わ
か
る
の
だ
が
、
こ
の
話
は

離
別
さ
れ
た
亡
妻
の
訴
え
に
よ
っ
て
地
獄
に
召
さ
れ
た
広
国
が
そ
の
父
の
い
る
地
獄
へ
行

き
、
父
が
責
め
苦
に
遭
う
に
い
た
っ
た
生
前
の
悪
業
を
語
る
話
な
の
だ
が
、
そ
の
悪
業
が
非

理
に
他
の
物
を
奪
い
、
悪
行
を
為
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
広
国
は
地
獄
で
見
聞
し

た
こ
と
を
記
録
し
広
め
、
ま
た
父
の
為
に
造
仏
、
写
経
し
父
の
罪
を
賊
っ
た
と
す
る
。
広
国

の
物
語
と
す
れ
ば
「
地
獄
で
亡
父
に
逢
い
、
三
宝
に
供
養
し
父
の
罪
を
蹟
う
縁
」
な
ど
と
な

る
の
で
は
な
い
か
。
目
録
標
題
の
関
心
は
父
の
受
け
た
報
い
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

中
巻
第
十
六
話
「
依
不
布
施
与
放
生
而
現
得
善
悪
報
縁
第
十
六
」
も
「
讃
岐
の
国
香

川
の
郡
坂
田
の
里
に
、
一
の
富
人
有
り
。
夫
と
妻
同
姓
に
し
て
綾
君
な
り
。
」
と
書
き
出
す
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の
だ
が
、
目
録
標
題
の
「
布
施
せ
不
る
と
放
生
す
る
と
」
の
行
為
を
行
っ
た
の
は
、
そ
の
家
の

使
人
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
綾
君
夫
婦
は
善
人
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
中
巻
第
三
十
二
話

「
貸
用
寺
息
利
酒
不
償
死
作
牛
役
之
償
績
第
叶
二
」
も
、
冒
頭
の
書
き
出
し
か
ら
、
牛

に
な
っ
た
「
桜
の
村
に
有
る
物
部
暦
」
ま
で
は
距
離
が
あ
り
、
最
初
に
出
て
く
る
「
岡
田
村
主

の
姑
女
」
の
位
置
は
わ
か
り
に
く
い
。

上
巻
第
三
十
三
話
「
妻
為
死
夫
建
願
図
絵
像
有
験
不
嶢
火
示
異
表
縁
第
舟
三
」
の

書
き
だ
し
は
「
河
内
の
国
石
川
の
郡
八
多
寺
に
、
阿
弥
陀
の
壹
像
有
り
。
其
の
里
人
の
云
は

く
、
『
昔
此
の
寺
の
辺
に
賢
し
婦
有
り
。
名
伝
は
ら
不
。
（
以
下
略
こ
」
と
し
て
、
阿
弥
陀
絵

像
の
由
来
調
を
里
人
が
語
っ
た
と
い
う
構
造
を
取
る
。
そ
の
里
人
の
語
っ
た
内
容
が
目
録
標

題
に
採
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
説
話
を
確
か
ら
し
く
す
る
た
め
の
里
人
か
ら
の
伝
聞
と

い
う
構
造
は
目
録
標
題
で
は
は
ず
さ
れ
、
主
題
と
考
え
ら
れ
る
造
像
と
そ
の
像
の
験
が
掲

げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

下
巻
第
二
十
四
「
依
妨
修
行
人
得
猴
身
縁
第
二
十
四
」
も
、
夢
告
と
霊
験
に
よ
る
祭

祀
が
語
ら
れ
る
。

同
じ
く
下
巻
第
十
一
話
は
、
「
二
目
盲
女
人
帰
敬
薬
師
佛
木
像
以
現
得
明
眼
縁
第

十
一
」
も
「
諾
楽
の
京
の
越
田
の
池
の
南
、
蓼
原
の
里
の
中
の
蓼
原
堂
に
、
薬
師
如
來
の
木

像
在
り
」
と
書
き
出
し
て
お
り
、
霊
験
調
と
し
て
の
性
格
を
示
す
。

中
巻
第
十
三
話
「
生
愛
欲
恋
吉
祥
天
女
像
感
応
示
奇
表
縁
第
十
三
」
の
書
き
出
し

は
「
和
泉
の
国
泉
の
郡
血
淳
の
山
寺
に
、
吉
祥
天
女
の
摂
像
有
り
」
と
霊
験
諏
的
で
あ
る

が
、
内
容
は
霊
験
調
に
は
な
っ
て
お
ら
ず
、
後
述
の
よ
う
に
目
録
標
題
と
し
て
は
吉
祥
天
女

摂
像
を
主
格
に
置
く
の
で
な
け
れ
ば
こ
の
よ
う
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

中
巻
第
四
話
「
力
女
桶
力
試
縁
第
四
」
の
冒
頭
は
、
「
聖
武
天
皇
の
御
世
に
、
三
野
の

国
片
県
の
郡
小
川
の
市
に
一
の
力
女
有
り
。
人
と
為
り
大
き
な
り
。
名
を
三
野
狐
と
す
。
」

と
書
き
出
す
。
「
三
野
狐
」
と
呼
ば
れ
る
女
性
が
目
録
標
題
の
「
力
女
」
で
あ
ろ
う
と
読
み

取
れ
る
が
、
も
う
少
し
読
み
進
め
る
と
「
時
に
、
尾
張
の
国
愛
智
の
郡
片
輪
の
里
に
、
一
の

力
女
有
り
。
人
と
為
り
小
し
。
」
と
あ
っ
て
、
も
う
一
人
の
「
力
女
」
が
登
場
す
る
。
力
比
べ
を

試
み
よ
う
と
し
た
の
は
実
は
尾
張
の
国
の
力
女
で
あ
っ
た
。
話
は
悪
人
と
さ
れ
る
「
三
野
狐
」

と
、
彼
女
を
懲
ら
し
め
る
も
う
一
人
の
「
力
女
」
の
話
で
あ
る
。
目
録
標
題
の
「
力
女
」
は
当

然
後
者
の
ほ
う
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
書
き
出
し
は
「
三
野
狐
」
か
ら
始
ま
っ
て
お
り
、

も
し
標
題
と
す
る
な
ら
ば
「
三
野
狐
桶
力
に
破
れ
し
縁
」
と
で
も
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
れ
ら
は
目
録
標
題
が
説
話
の
内
容
を
規
定
す
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
と
、
そ
こ
で
最

初
に
登
場
す
る
人
物
が
主
人
公
で
あ
っ
て
、
目
録
標
題
に
示
さ
れ
た
行
為
を
し
た
人
物
で

あ
る
と
い
う
形
で
登
場
人
物
の
属
性
を
規
定
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
ミ
ス

リ
ー
ド
を
ま
ね
く
こ
と
に
も
な
ろ
う
。

第
十
一
話
「
罵
僧
与
邪
婬
得
悪
病
而
死
縁
第
十
ど
も
、
起
筆
と
主
格
が
異
な
る
例

で
あ
る
が
、
こ
れ
は
こ
の
目
録
標
題
が
妥
当
と
思
わ
れ
る
。

目
録
標
題
で
は
、
そ
の
ほ
か
に
、
「
人
畜
所
履
閥
艘
」
（
上
廻
）
、
「
閻
羅
王
使
鬼
」
（
中
型
、

お
）
、
「
憶
持
法
華
経
者
舌
」
（
下
１
）
、
「
閻
羅
王
」
（
下
９
）
な
ど
が
主
格
と
し
て
取
り
上
げ

ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
「
観
音
銅
像
」
（
中
Ⅳ
）
、
「
観
音
像
」
（
中
苑
）
、
「
観
音
木
像
」
（
中

諏
）
、
「
弥
勒
菩
薩
銅
像
」
（
中
お
）
、
「
弥
勒
菩
薩
」
（
下
８
）
、
「
薬
師
仏
木
像
」
（
中
調
）
、
「
仏

銅
像
」
（
中
型
）
な
ど
が
主
格
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
目
録
標
題
も
あ
る
。

こ
れ
ら
の
本
文
を
読
む
と
、
中
巻
第
二
十
四
話
「
閻
羅
王
使
鬼
得
所
召
人
之
賂
以
免

縁
第
廿
四
」
、
第
二
十
五
話
「
閻
羅
王
使
鬼
受
所
召
人
之
饗
而
報
恩
縁
第
廿
五
」
は

そ
れ
ぞ
れ
、
「
楢
磐
島
は
、
諾
楽
の
左
京
の
六
条
五
坊
の
人
な
り
。
大
安
寺
の
西
の
里
に
居

住
す
」
、
「
讃
岐
の
国
山
田
の
郡
に
、
布
敷
臣
衣
女
有
り
」
と
あ
り
、
中
巻
第
二
十
二
話
「
佛

銅
像
盗
人
所
捕
示
霊
表
顕
盗
人
縁
廿
二
」
も
冒
頭
「
和
泉
の
国
日
根
の
郡
の
部
内
に
、

一
の
盗
人
有
り
、
道
路
の
辺
に
住
む
。
姓
名
未
だ
詳
な
ら
ず
」
、
中
巻
第
二
十
六
話
「
木
作

畢
所
棄
佛
像
木
示
異
霊
縁
第
廿
六
」
、
冒
頭
「
禅
師
広
達
は
、
俗
姓
下
毛
野
朝
臣
、
上
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『
霊
異
記
』
の
目
録
標
題
を
検
討
し
て
き
た
が
、
そ
も
そ
も
目
録
標
題
は
何
を
目
途
と
し

て
つ
け
ら
れ
る
の
か
。

第
一
義
は
検
索
の
用
で
あ
ろ
う
。
特
定
の
内
容
、
乃
至
は
キ
ー
ワ
ー
ド
を
持
っ
て
い
る
説

話
が
那
辺
に
あ
る
の
か
を
知
り
た
い
と
い
う
の
が
大
方
の
目
録
標
題
の
使
い
道
で
あ
ろ
う
。

と
り
わ
け
、
説
教
な
ど
に
利
用
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
そ
う
し
た
機
能
が
最
も
望
ま
れ

る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
モ
チ
ー
フ
に
よ
る
検
索
と
い
う
と
こ
ろ
か
。
そ
う
し
た
場
合
、
固
有
名

詞
は
煩
瓊
で
あ
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
主
格
で
す
ら
不
用
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
中
巻
第
三
十

五
話
「
打
法
師
以
現
得
悪
病
而
死
縁
」
は
法
師
を
打
つ
と
い
う
行
為
が
問
題
な
の
で
あ
っ

總
の
国
武
射
の
郡
の
人
な
り
。
一
は
云
は
く
、
畔
蒜
の
郡
の
人
な
り
と
い
へ
り
」
、
下
巻
第
八

話
「
弥
勒
菩
薩
応
於
所
願
示
奇
形
縁
第
八
」
、
冒
頭
「
近
江
の
国
坂
田
の
郡
遠
江
の
里

に
、
一
の
富
人
有
り
。
姓
名
未
だ
詳
か
な
ら
ず
」
、
第
十
七
話
「
未
作
畢
捻
摂
像
生
陣
音
示

奇
表
縁
第
十
七
」
、
冒
頭
「
沙
弥
信
行
は
、
紀
伊
の
国
那
賀
の
郡
弥
氣
の
里
の
人
、
俗
姓

は
大
伴
連
の
祖
是
れ
な
り
」
と
、
そ
れ
ぞ
れ
目
撃
し
た
人
物
、
閻
羅
王
の
使
に
召
さ
れ
よ
う

と
し
た
人
物
、
仏
像
に
祈
っ
た
人
物
が
主
体
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
で
は
目
録
標
題
が
主

客
を
転
倒
さ
せ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

先
に
ふ
れ
た
永
興
の
二
つ
の
事
例
も
そ
の
範
鴫
に
有
ろ
う
。
下
巻
の
第
二
十
七
話
「
弱
髄

目
穴
箏
掲
脱
以
祈
之
示
霊
表
縁
第
二
十
七
」
や
第
三
十
五
話
は
目
録
標
題
に
主
格
を

示
さ
な
い
が
、
そ
の
内
容
は
冒
頭
の
「
備
後
の
国
葦
田
の
郡
大
山
の
里
の
人
、
品
知
牧
人
」

や
、
「
筑
紫
の
肥
前
の
国
松
浦
の
郡
の
人
、
火
君
の
氏
」
の
物
語
で
は
な
く
、
彼
ら
が
目
撃
し

た
話
に
す
ぎ
な
い
。

《
四
》
目
録
標
題
の
機
能

て
、
誰
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
の
か
は
ど
ち
ら
で
も
よ
い
の
で
あ
ろ
う
。
具
体
的
な
教
説
の
場
で

は
、
ど
こ
の
誰
の
よ
っ
て
、
何
時
行
わ
れ
た
の
か
が
、
そ
の
説
話
の
確
か
ら
し
さ
を
証
す
る
キ

ー
ワ
ー
ド
に
な
る
だ
ろ
う
か
ら
、
説
話
の
収
集
者
た
ち
は
そ
の
点
に
力
を
入
れ
ざ
る
を
得

な
い
の
で
あ
る
が
、
目
録
標
題
を
編
集
す
る
段
階
で
は
、
か
え
っ
て
細
か
い
固
有
名
詞
は
煩

瓊
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
説
話
集
の
編
者
が
目
録
標
題
を
つ
く
っ
た
か

否
か
（
出
雲
路
修
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
日
本
霊
異
記
』
凡
例
で
景
戒
が
撰
述
し
た

と
き
に
目
録
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
判
別
で
き
な
い
と
さ
れ
る
）
に
関
わ
ら
な
い
目
録
標
題
そ

の
も
の
が
持
つ
機
能
的
な
要
請
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

第
二
義
は
説
話
集
全
体
の
傭
鰍
で
あ
ろ
う
。
説
話
一
々
を
検
す
る
の
で
は
な
く
、
目
録

標
題
に
よ
っ
て
説
話
集
全
体
が
見
渡
せ
る
こ
と
も
論
を
俟
た
な
い
。
ど
れ
ほ
ど
膨
大
な
説

話
集
で
あ
っ
て
も
各
説
話
を
読
む
よ
り
は
、
目
録
標
題
を
見
る
方
が
全
体
を
概
観
す
る
の

に
有
効
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
、
そ
の
用
に
供
せ
ら
れ
る
べ
く
目
録
標
題
は
つ
く
ら
れ
る

の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
際
に
は
、
一
話
一
話
の
内
容
の
差
異
よ
り
は
、
共
通
項
が
見
出
さ
れ
る

方
が
概
観
の
た
め
に
有
用
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
は
似
た
よ
う
な
目
録
標
題
が
並
ぶ
こ
と
、

例
え
ば
「
力
女
」
と
か
、
「
極
貧
女
」
な
ど
、
人
間
を
特
性
で
く
く
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
有
効
で

あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
そ
れ
は
、
時
と
し
て
読
み
手
に
目
録
標
題
に
よ
る
説
話
内
容
の
推
測
と
い
う
ミ
ス

リ
ー
ド
の
可
能
性
を
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
目
録
標
題
を
こ
の
よ
う
に
表
現
し

て
い
る
の
は
そ
こ
に
全
体
を
傭
敵
し
て
の
統
合
体
と
し
て
の
意
味
づ
け
を
考
え
て
い
る
か
ら

に
他
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
場
合
に
連
続
す
る
説
話
で
同
じ
よ
う
な
タ
イ
ト
ル
を
与
え
る

と
か
、
固
有
名
詞
で
は
な
く
た
い
し
て
属
性
を
も
含
ま
な
い
名
詞
「
禅
師
」
、
「
女
人
」
な
ど
に

よ
っ
て
共
通
す
る
話
柄
の
存
在
や
説
話
の
配
列
を
意
識
さ
せ
る
物
と
し
て
機
能
し
て
き
た

の
で
あ
ろ
う
。

如
上
、
『
霊
異
記
』
に
拠
っ
て
そ
の
目
録
標
題
の
特
性
を
考
え
て
き
た
。
説
話
集
の
目
録

I
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『
沙
石
集
』
や
『
雑
談
集
』
の
よ
う
に
一
説
話
が
単
位
と
な
っ
て
い
な
い
場
合
は
ど
う
か
な

ど
、
検
討
す
る
べ
き
課
題
は
多
い
。
さ
ら
に
『
霊
異
記
』
で
は
検
討
し
得
な
か
っ
た
の
だ
が
、
先

行
す
る
中
国
の
仏
教
説
話
集
の
目
録
標
題
と
は
ど
ん
な
関
わ
り
が
あ
る
の
か
も
視
野
に
入

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
も
今
後
の
検
討
課
題
で
あ
る
。

標
題
一
般
に
敷
術
で
き
る
か
ど
う
か
は
今
後
の
検
討
課
題
と
し
た
い
が
、
例
え
ば
『
三
宝

絵
』
の
よ
う
に
説
話
の
モ
チ
ー
フ
側
で
は
な
く
テ
ー
マ
を
掲
げ
る
場
合
は
ど
う
考
え
る
の
か
。
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